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キャッシュカー ド規定

.カ ー ドの利用

普通預金 (総合口座およびカー ドローン取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定

のある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカー ドおよび

貯蓄預金について発行した貯蓄預金カー ド (以下これらを「カー ド」といいます。)はそ

れぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。

① 当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業

務を提携した金融機関等 (以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機 (現

金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通

預金または貯蓄預金 (以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。

② 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業

務を提携した金融機関 (以下 「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機 (現

金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金

の払出しをする場合。

③ 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用

による振込業務を提携した金融機関等 (以下「振込提携先」といいます。)の 自動

振込機 (振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込

機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込

の依頼をする場合。

④ その他当金庫所定の取引をする場合。

2.預金機による預金の預入れ

(1)預 金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順

に従つて、預金機にカー ドまたは通帳を挿入 し、現金を投入して操作 してください。

(2)預 金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類

の紙幣および硬貨に限ります。また、 1回 あたりの預入れは、当金庫または預入提

携先所定の枚数による金額の範囲内とします。

(3) 当該預金口座について、初めてカー ド発行の申込みがあつた場合には、「現金自

動預金機専用通帳」の発行の申込みがあつたものとし、同通帳を発行 しますので、

「お取引明細表」を綴 り込んで保管してください。

3.支払機による預金の払戻 し

(1)支 払機を使用して預金の払戻 しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順

に従つて、支払機にカー ドを挿入 し、届出の暗証番号および金額を正確に入力して

ください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2)支 払機による払出しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額

単位 とし、 1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内と

します。なお、 1日 あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。



(3)前 項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日 あたりの払戻し

について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届

出の金額の範囲内とします。

(4)当 金庫および支払提携先の支払機による1日 あたりの払戻回数について当金庫が

本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲と

します。

(5)支 払機を使用 して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5条第 2項に規

定する自動機利用手数料金額および同条第 3項に規定する払戻回数超過手数料金

額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

4.振込機による振込

(1)振 込機を使用 して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をす

る場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従つて、振込機にカー ドを挿入 し、

届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における

預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2)前 項の振込依頼する場合における 1回 あたりの振込は、当金庫または振込提携先

所定の金額の範囲内とします。なお、1日 あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲

内とします。

(3)前 項にかかわらず、第 1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携

先の振込機による 1日 あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法

により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。

(4)第 1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の振込機による 1

日あたりの振込回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受

けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。

5。 自動機利用手数料等

(1)預 金機を使用 して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の

預金機の利用に関する手数料をいただきます。

(2)支 払機または振込機を使用 して預金の払戻 しをする場合には、当金庫または支払

提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料 (前項の手数料とこの手数料を

総称して、以下 「自動機和l用手数料」といいます。)をいただきます。

(3)支 払機または振込機を使用して貯蓄預金の払戻しをする場合 (第 7条第 2項によ

り当金庫本支店の窓口でカー ドにより貯蓄預金の払戻 しをする場合を含みます。)、

当該貯蓄預金の払戻し (通帳および払戻請求書の提出による払戻 しを含みます。)

が毎月 1日 から月末日までの 1か月間に当金庫所定の回数を超えるときは、その回

数を超えるそれぞれの払戻しについて、貯蓄預金規定に定める払戻回数超過手数料

をいただきます。

(4)自 動機利用手数料または払戻回数超過手数料は、預金の預入れおよび払戻 し時に、

通帳および払戻請求書なしで、その預入れ 。払戻しをした預金口座から自動的に引

落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から
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預入提携先または支払提携先に支払います。

(5)振 込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書な

しで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落 します。なお、振込提携先の振

込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。

6.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込

当金庫が代理人による預金の預入れ・払戻しを取扱 う場合には次により行います。

(1)代 理人 (本人と生計をともにする親族 1名 に限ります。)に よる預金の預入れ 。払

戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出て

ください。この場合、当金庫は代理人のためのカー ドを発行します。

(2)代 理人カー ドにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となり

ます。

(3) 代理人のカー ド利用についても、この規定を適用 します。

7.預金機 。支払機・振込機故障時等の取扱い

(1)停 電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に

限り、当金庫本支店の窓日でカー ドにより預金に預入れをすることができます。

(2)停 電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に

限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支

店の窓口でカー ドにより預金の払戻しをすることができます。

(3)前 記第 1項、第 2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カー ドを提出し、

当金庫所定の入金票にカー ドの日座番号、氏名、金額を記入のうえ、または金庫所

定の払戻請求書にカー ドの日座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続

に従つてください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めること

があります。

(4)停 電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に

限り、前 2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることが

できます。

.カー ドによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入

カー ドにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額ま

たは払戻回数超過手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機お

よび通帳記帳機で使用された場合、または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行い

ます。また、窓口でカー ドにより取扱った場合にも同様 とします。なお、自動機利用手

数料金額と払戻回数超過手数料金額の合計額および振込手数料金額は預入れまたは払戻

した金額とは別に通帳に記入 します。

9.カー ド・暗証番号の管理等

(1)当 金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカー ドが、当金庫が本人

に交付 したカー ドであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一
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致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫

の窓口においても同様にカー ドを確認 し、払戻求書、諸届その他の書類に使用され

た暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。

(2)カ ー ドは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日。電話

番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理して

ください。カー ドが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた

場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫

に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカー ドによる預金の払戻し

停止の措置を講じます。

(3)カ ー ドの盗難にあつた場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してくださ

い 。

10.偽造カー ド等による払戻し等

偽造または変造カー ドによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻

しについて当金庫が善意かつ無過失であつて本人に重大な過失があることを当金庫が証

明した場合を除き、その効力を生 じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定

の書類を提出し、カー ドおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等に

ついて当金庫の調査に協力するものとします。

11.盗難カー ドによる払戻し等

(1)カ ー ドの盗難により、他人に当該カー ドを不正使用され生じた払戻しについては、

次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対 して当該払戻 しにかかる損害

(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができ

ます。

①カー ドの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること

②当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること

③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあつたことが推

測される事実を確認できるものを示していること

(2)前 項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫

は、当金庫へ通知が行われた日の30日 (ただし、当金庫に通知することができな

いやむを得ない事情があることを本人が証明した場合、30日 にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害 (手

数料や利息を含みます。)の額に相当する金額 (以下「補てん対象額」といいます。)

を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫

が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合に

は、当金庫は補てん対象額の4分の 3に相当する金額を補てんするものとします。

(3)前 2項目の規定は、第 1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日 (当該

盗難が行われた日が明かでないときは、当該盗難にかかる盗難カー ド等を用いて行

われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われ

た場合には、適用されないものとします。
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(4)第 2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場

合には、当金庫は補てん責任を負いません。

① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当する場合

A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合

B。 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使

用人 (家事全般を行つているか家政婦など。)によつて行われた場合

C.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項につい

て偽りの説明を行つた場合

② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカー ドが

盗難にあつた場合

12.カ ー ドの紛失、届出事項の変更等

(1)カ ー ドを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更が

あつた場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。

(2)前 項の届出の前に、カー ドを失つた旨電話による通知があつた場合にも、前項と

同様 とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によつて当店に届出てくださ

い 。

13.カ ー ドの再発行等

(1)カ ー ドを失つた場合のカー ドの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。

この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

(2) カー ドを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。

14.預金機 。支払機・振込機への誤入力等

(1)預 金機 。支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害につ

いては、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支

払機、振込提携先の振込機を使用 した場合の預入提携先、支払提携先または振込提

携先の責任についても同様とします。

(2)カ ー ドによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金

票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は

責任を負いません。

15.解約・カー ド利用停止等

(1)預 金口座を解約する場合またはカー ドの利用をとりやめる場合には、そのカー ド

を当店に返却 してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、

預金口座が解約された場合にも同様に返却 してください。なお、未処理取引のある

場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。

(2) カー ドの改ざん、不正使用な当金庫がカー ドの利用を不適当と認めた場合には、

その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫から請求がありしだ
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い直ちにカー ドを当店に返却してください。

(3)次 の場合には、カー ドの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓

口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確

認できたときに停止を解除します。

① 第 16条に定める規定に違反した場合

② 預金口座に関し、最終の預入または払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間

が経過した場合

③ カー ド偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断

した場合

16.譲渡・質入れ等の禁止

カー ドは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

17.規定の適用

この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄

預金規定、カー ドローン規定および振込規定により取扱います。

付 則

平成 18年 2月 1日

平成 20年 8月 27日

令和 5年 12月 21日

改訂

改訂

デビットカー ド取引規定改訂

以上
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(キャッシュカー ド規定に付随)

デビットカー ド取引規定

第 1章 デビットカー ド取引

。 (適用範囲)

次の各号のうちいずれかの者 (以下 「加盟店」といいます。)に対 して、デビットカー

ド 〔当金庫がカー ド規定にもとづいて発行するキャッシュカー ドのうち普通預金 (総合

口座取引および当金庫所定のカー ドローン取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約

定のある普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカー ド。以下 「カ

ー ド」といいます。〕を提示 して、当該加盟店が行 う商品の販売または役務の提供等 (以

下 「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下 「売買取

引債務」といいます。)を当該カー ドの預金口座 (以下 「預金口座」といいます。)から

預金の引落し (定期性総合口座取引規定またはカー ドローン契約にもとづく当座貸越に

よる引落しを含みます。)に よつて支払 う取引 (以下本章において「デビットカー ド取引」

といいます。)については、この章の規定により取扱います。

① 日本電子決済推進機構 (以下 「機構」といいます。)所定の加盟店規約 (以下本

章において 「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録さ

れ、機構の会員である一または複数の金融機関 (以下 助口盟店銀行」といいます。)

と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人 (以下「直接加盟店」といいま

す。)但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカー ドが直接加盟店で利用

できない場合があります。

② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人また

は個人 (以下「間接加盟店」といいます。)。 但し、契約所定の間接加盟店契約の定

めに基づき、当金庫のカー ドが間接加盟店で利用できない場合があります。

③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締

結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人 (以下「組合

事業加盟店」といいます。)。 但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫の

カー ドが組合事業加盟店で利用できない場合があります。

④ その他当金庫が認めた法人または個人

2.(利用方法等 )

(1)カ ー ドをデビットカー ド取引に利用するときは、自らカー ドを加盟店に設置され

たデビットカー ド取引にかかる機能を備えた端末機 (以下「端末機」といいます。)

に読み取らせるかまたは加盟店にカー ドを引き渡したうえ加盟店をしてカー ドを

端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認 したうえで、

端末機にカー ドの暗証番号を第二者 (加盟店の従業員を含みます。)に見られない

ように注意しつつ自ら入力してください。

(2)端 末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カー ドを利用

することはできません。
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(3) 次の場合には、デビットカー ド取引を行うことはできません。

① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合

② l回あたりのカー ドの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最

低限度額に満たない場合

③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカー ド取引を行う

ことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合

(4)次 の場合には、カー ドをデビットカー ド取引に利用することはできません。

① l日 あたりのカー ドの利用金額 (キ ャッシュカー ド規定による預金の払戻金額を

含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合

② 当金庫所定の回数を超えてカー ドの暗証番号を誤つて端末機に入力した場合

③ カー ド (磁気ス トライプの電磁的記録を含みます。)力 破`損している場合

(5)当金庫がデビットカー ド取引を行 うことができないと定めている日または時間帯

は、デビットカー ド取引を行 うことはできません。

3.(デビットカー ド取引契約等)

(1) 前条第 1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す

電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金

口座の引落 しによつて支払 う旨の契約 (以下本章において 「デビットカー ド取引

契約」といいます。)が成立するものとします。

(2) 前項によリデビットカー ド取引契約が成立したときは、次の行為がなされたも

のとみなします。

① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもと

づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指

図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。

② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者 (以下本条にお

いて「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関し

て当該売買に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示

を、譲受人に代わつて受領します。

(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店または

その特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し。解除、売買取引

債務の弁済による消滅 。同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金

額の相違、目的物の品質不良 。引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶す

る旨の一切の主張を放棄することを指します。

4.(預金の復元等)

(1)デ ビットカー ド取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカ

ー ド取引契約が解除 (合意解除を含みます。)、 取消し等により適法に解消された場

合 (売 買取引の解消と併せてデビットカー ド取引契約が解消された場合を含みま

す。)であつても、加盟店以外の第二者 (加盟店の特定承継人および当金庫を含み

ます。)に対 して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しない
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ものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないも

のとします。

(2)前 項にかかわらず、デビットカー ド取引を行なつた加盟店にカー ドおよび加盟店

が必要と認める本人確認資料等を持参 して、引落された預金の復元を加盟店経由で

請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信 し、当金庫

が当該電文をデビットカー ド取引契約が成立した当日中に受信 した場合に限り、当

金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求

するにあたっては、自らカー ドを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカー ドを

引き渡 したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの

電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。

(3)第 1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店か

ら現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決 してください。

(4)デ ビットカー ド取引において金額等の誤入力があつたにもかかわらずこれを看過

して端末機にカー ドの暗証番号を入力 したためデビットカー ド取引契約が成立し

た場合についても、第 1項から前項に準じて取扱 うものとします。

5。 (読替規定)

カー ドをデビットカー ド取引に利用する場合におけるキャッシュカー ド規定の適用に

ついては、同規定第 6条中 「代理人による預金の預入れ 。払戻 しおよび振込」とあるの

は 「代理人による預金の預入れ・払戻 し。振込およびデビットカー ド取引」と、同規定

第 6条第 1項中「預金の預入れ 。払戻 しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは 「預

金の預入れ 。払戻 し。振込の依頼およびデビットカー ド取引をする場合」と、同規定第

8条中「窓口でカー ドにより取 り扱った場合」とあるのは 「デビットカー ド取引をした

場合」と、同規定第 9条第 1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払

戻 し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14条中「預金機 。支払機・振込機」とある

のは 「端末機」と読み替えるものとします。

第 2章 キャッシュアウト取引

1.(適用範囲)

次の各号のうちのいずれかの者 (以下 「CO加盟店」といいます。)に対して、カー ドを

提示 して、当該加盟店が行 う商品の販売または役務の提供等 (以下本章において「売買取

引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を

支払 う取引 (以下 「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対 して

負担する債務 (以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し (総合

口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によつて支払う取引 (以下

「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約 (以下本章において「規約」といいます。)

を承認のうえ、機構に CO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO直

接加盟店契約を締結した法人または個人 (以下「CO直接加盟店」といいます。)であつ
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て、当該 CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの

② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定の CO間接加盟店契約を締結した法人

または個人であつて、当該 CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したも

の

③ 規約を承認のうえ機構に CO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店

契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であつ

て、当該 CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの

2.(利用方法等)

(1)カー ドをCOデビット取引に利用するときは、自らカー ドを端末機に読み取らせる

かまたは CO加盟店にカー ドを引き渡したうえ CO加盟店をしてカー ドを端末機に読

み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカ

ー ドの暗証番号を第二者 (COカロ盟店の従業員を含みます。)に見られないように注

意しつつ自ら入力してください。

(2)次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。

① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合

② l回あたりのカー ドの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、また

は最低限度額に満たない場合

(3)次の場合には、カー ドをCOデビット取引に利用することはできません。

① 当金庫所定の回数を超えてカー ドの暗証番号を誤つて端末機に入力した場合

②  l日 あたりのカー ドの利用金額 (カ ー ド規定による預金の払戻金額を含みま

す。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合

③ カー ド(磁気ス トライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合

④ その CO加盟店において COデビット取引に用いることを当金庫が認めていない

カー ドの提示を受けた場合

⑤ COデ ビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合

(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店が COデビット取引を行うこ

とができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデ ビット取

引を行うことはできません。

(5)CO加盟店において CO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要が

ある場合など、COカロ盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場

合には、カー ドをキャッシュアウト取引に利用することはできません。

(6)当金庫が COデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、

COデビット取引を行なうことはできません。

(7)CO加盟店によつて、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があ

ります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。

3.(COデ ビット取引契約等 )

(1)前条第 1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電

文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口
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座の引落しによつて支払 う旨の契約 (以 下「COデビット取引契約」といいます。)が

成立するものとします。

(2)前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみ

なします。

① 当金庫に対する対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもと

づいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指

図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。

② CO加盟店銀行、CO直接加盟店または CO任意組合その他の機構所定の者 (以下

本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡

に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当

該意思表示を、譲受人に代わつて受領します。

(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して CO加盟

店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し。解除、

対価支払債務の弁済による消滅 。同時履行 。相殺、売買取引の不存在、対価支払

債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行

を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。

4。 (預金の復元等)

(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約

が解除 (合意解除を含みます。)、 取消し等により適法に解消された場合 (売買取

引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて COデ ビット取引契約が解消された

場合を含みます。)であつても、CO加盟店以外の第二者 (CO加盟店の特定承継人

および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求

する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求

することもできないものとします。

(2)前項にかかわらず、COデ ビット取引を行つた CO加盟店にカー ドおよび CO加盟店

が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO加盟店経

由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信 し、

当金庫が当該電文を COデ ビット取引契約が成立した当日中に受信 した場合に限り、

当金庫は引落された預金の復元をします。COカロ盟店経由で引落された預金の復元

を請求するにあたつては、自らカー ドを端末機に読み取らせるかまたは CO加盟店

にカー ドを引き渡 したうえ CO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末

機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元は

できません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回の COデビット取引契約の

全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません (売 買

取引とキャッシュアウト取引を併せて行つた場合、その一方のみにかかるCOデビ

ット取引契約を解消することもできません)。

(3)第 1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金

の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決 してください。

(4)第 2項にかかわらず、加盟店によつては、売買取引および COデビット取引契約の

11



(キ ャッシュカー ド規定に付随)

うち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売

買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。

(5)COデ ビット取引において金額等の誤入力があつたにもかかわらずこれを看過 して

端末機にカー ドの暗証番号を入力 したため COデ ビット取引契約が成立した場合に

ついても、第 1項から前項に準じて取扱 うものとします。

5。 (不正なキャッシュアウト取引の場合の補償 )

偽造カー ドもしくは変造カー ドまたは盗難カー ドを用いてなされた不正な COデビット

取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当金庫所定の事項を満たす

場合、当金庫は当該キャッシュアウト取引に係る損害 (取引金額、手数料および利息)の

額に相当する金額を限度として、当金庫所定の基準に従つて補てんを行 うものとします。

6.(COデ ビット取引に係る情報の提供 )

CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引

落および超過引落、不正な取引等の事故等 (以下 「事故等」といいます。)が発生した場

合、COデ ビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデ ビッ

ト取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問

合せについても、COデ ビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、

当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。

7.(カ ー ド規定の読替)

カー ドを COデビット取引に利用する場合におけるキャッシュカー ド規定の適用につい

ては、同規定第 6条中「代理人による預金の預入れ 。払戻しおよび振込」とあるのは「代理

人による預金の預入れ 。払戻し・振込および COデビット取引」と、同規定第 6条第 1項中

「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻

し。振込の依頼および COデビット取引をする場合」と、同規定第 8条中「窓口でカー ドに

より取 り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第 9条第 1項

中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同

規定第 14条中「預金機 。支払機 。振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

第 3章 公金納付

1.(適用範囲)

利用者が、次の各号のうちいずれかの者 (以下 「公的加盟機関」といいます。)に対 し

て、機構所定の公的加盟機関規約 (以下本章において 「規約」といいます。)に定める公

的加盟機関に対する公的債務 (以下 「公的債務」といいます。)の支払いを行 うために、

カー ドを提示 した場合は、第 1号においては規約所定の加盟機関銀行が、第 2号において

は規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払 うものとします。この場合、利用者は、

加盟機関銀行に対 して当該公的債務相当額 (第 2号においては加盟機関銀行が決済代行機

関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払 う債務以下「補償債務」といいます。)
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(キ ャッシュカー ド規定に付随)

を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落 し (総合口座取引規定にも

とづく当座貸越による引落しを含みます。)に よつて支払 う取引 (以 下本章において「デビ

ットカー ド取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

(1)規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録 され、機構の会員である

一又は複数の金融機関 (以下本章において 「加盟機関銀行」といいます。)と 規約

所定の公的加盟機関契約を締結 した地方公共団体その他機構所定の機関。但 し、

当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカー ドが公的加盟機関で利用で

きない場合があります。

(2)規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約

を締結 した地方公共団体その他機構所定の機関。但 し、規約所定の当該間接公的

加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカー ドを、間接公的加盟機関で利用する

ことができない場合があります。

2.(準用規定等)

(1)カ ー ドをデビットカー ド取引に利用することについては、第 1章の 2.ないし5.を

準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直

接加盟店」を「決済代行機関」と、助口盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買

取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。

(2)前項にかかわらず、第 1章第 2条第 3項第 3号は、本章のデビットカー ド取引に

は適用されないものとします。

(3)前二項にかかわらず、カー ドを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟

機関がデビットカー ド取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、

デビットカー ド取引を行うことはできません。

第 4章 規定の変更

1.(規定の変更)

当金庫は、利用者に対 して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公

表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるも

のとします。

以   上
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